
一 般 質 問 通 告 書 
 
                            令和 8 年 5 月 27 日 
 
 弥 富 市 議 会 議 長 殿 
 
                    弥富市議会議員    江崎貴大    
 
 下記のとおり質問したいので通告します。 
 

記 
 

書画カメラ 
☐使用する  使用しない（どちらかにレ点を付ける） 
※通告書提出後は、議長に許可を得ること（口頭可）。 

 

件  名 管理不全空家・土地対策と鳥獣被害対策は 

質問項目 
及び要旨 
(具体的内容) 

（1）管理不全空家・土地に関しての現状認識について 
①管理不全空家および管理不全土地に関する相談件数と、主な相談内容は。 
②相談があった場合の対応は。 
③管理不全状態となる背景について、本市はどのように分析しているか。 
④高齢化や人口減少、相続未整理等により、今後さらに管理不全空家・土地

が増加する可能性について、本市の認識は。 
 
（2）環境への影響について 
⑤倒壊危険、火災リスク、台風時の飛散等、防災面への影響について、本市

の認識は。 
⑥不法侵入、不法投棄、防犯不安など、防犯面への影響について、本市の認

識は。 
⑦雑草繁茂、悪臭、害虫発生など、衛生環境への影響について、本市の認識

は。 
⑧管理不全空家や雑草繁茂地が、野生鳥獣や害虫等の棲みつきにつながって

いる実態について、本市の認識は。 
 
（3）鳥獣被害対策について 
⑨農地や金魚池周辺におけるハクビシン、アライグマ、イタチ、ヌートリア、

カラス等鳥獣による被害の実態は。 
⑩これらの被害と、空き家・空き地の管理不全との関連性をどのように分析

しているか。 

13



⑪空き地対策および環境対策として、廃金魚池の再利用や有効活用につい

て、本市の考えは。 
⑫農地および金魚池への鳥獣侵入対策として、監視カメラや侵入防止用ネッ

ト等への支援について、本市の考えは。 
⑬ごみ集積所におけるカラス等の鳥獣被害対策として、ボックス型ごみ集積

設備等への支援について、本市の考えは。 
 
（4）管理不全家屋・土地への今後の対策について 
⑭2023 年改正の空家等対策特別措置法における「管理不全空家」の制度に

ついて、本市の活用方針は。 
⑮管理不全空家・土地に対する所有者調査、助言、指導等をどのように行っ

ているか。 
⑯令和 6 年度に実施した空き家等実態調査の分析結果および、その結果を踏

まえた今後の空き家施策は。 

答 弁 者 市長、担当部課長 

 

件  名 多様な主体が参画し、みんなで祝う 20 周年に 

質問項目 
及び要旨 
(具体的内容) 

（1）市制施行 20 周年事業について 
①20 周年記念事業において、特別事業と冠事業の位置づけ・概要は。 
②特別事業は、どのように提案、決定されたのか。 
③特別事業には、具体的に何があるのか。 
④特別事業に対しての市の支援は。 
⑤弥富市夏祭りはどこまでが委託の事業でどこが自主事業になるのか。 
⑥冠事業は、いつどのように申請を受け、誰がどのように決定されるのか。 
⑦市民等による冠事業は具体的にどのようなものがあるのか。 
⑧通年の冠の主催事業とはどういう位置づけか。 
⑨市民等による冠事業を多くの団体に活用いただくなど盛り上げていく策

は。 
 
（2）20 周年記念事業への応援について 
⑩市民等による冠事業に対して市としての支援は。また、広報やとみ、プレ

スリリース、学校へのチラシ配布などの周知面での支援は。 
⑪市民等主催事業に市が事務局等として関わることがあるのか。 
⑫市民等による冠事業に対して、公共施設使用申請、関係機関との調整など、

必要となる行政手続きについて、市として相談・仲介・助言等を行う考えは。 
⑬市民等主催事業に対して財政的な支援や、会場の減免などはあるのか。 
⑭市制施行 20 周年を今後も盛り上げていく市長の想いや考えは。 

答 弁 者 市長、担当部課長 


